
 

 

 
 
 

 

意見の募集期間 

 令和６年１１月２６日（火）～令和７年１月１０日（金）［当日消印有効］ 

意 見 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

【ご意見欄】 

◆『児童相談所に関する方針』について 

                                            

                                                                                   

                                            

                                            

                                                                                   

◆『一時保護所に関する方針』について 

                                            

                                            

                                             

                                            

                                                                                 

 （裏面あり→） 

「鹿児島市児童相談所（仮称）施設整備計画」の素案について 

住所、氏名等をご記入ください 

【必須】 

 住 所 （〒   -                                 ） 

 

（１ 市内に通勤 2 市内に通学 3 市内に事務所又は事業所を有する ） 

 氏 名 （                ） 電 話（               ） 

【任意】※該当するものに〇をつけてください 

 年 代 （ ２０歳未満・２０代・３０代・４０代・５０代・６０代・７０代・８０歳以上  ）  

 意見募集を何で知りましたか 

   市民のひろば  ・ 市ホームページ ・ 市の施設         ・担当課からの情報提供 

   市の公式アプリ ・ 市の公式 LINE  ・ Ｘ（旧ツイッター） ・ フェイスブック 

その他（            ） 

【記入用紙】 

意 見 の 募 集 期 間  

※市外に居住の方は、次のいずれかに○をつけてください。 



 

 

◆『施設計画・諸室等配置イメージ』について 

                                           

                                           

                                                                                  

                                                                                  

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                                                                 

                                           

                                           

                                           

◆その他 

                                          

                                           

                                           

                                                                            

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           

                                           


